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介護を受ける方の身体状況は一人ひとり異なり、健康状態・体力・判断力・身体の動き・家屋の
状況など生活環境にかかわる問題が生じてきます。 

福祉用具貸与 
ご利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう適正な福祉用具を選定し

貸出を行います。 

 

取扱い種目 
車いす 車いす付属品 

ご利用者の状態に合わせた車椅子を

選定いたします 

自走式標準型 

普通型電動 

介助用標準型など 

車椅子の貸与の際に併せて貸与さ

れる付属品 

クッションまたはパッド 

テーブルなど 

特殊寝台 特殊寝台付属品 

背上げ機能や昇降機能を利用して

起き上がり等の動作を補助します 

特殊寝台と貸与の際に併せて貸与される付属品 

サイドレール 

マットレス 

テーブル 

ベッド用手すりなど 

褥創予防具 体位交換器 

体圧分散を図ることを目的として

います 

定期的に体位を変換するものもあ

ります 

寝ている全面体を周期的に傾けるもの、寝返りを介助

する補助用具があります 

手すり スーロプ 

取り付けに際し工事を伴わないもの

立ち上がり、歩行、姿勢の変換時に

握ったり、体重を支えてバランスを

保持します 

段差解消のためのもので取り付

けに際し工事を伴わないもの 

車いすや歩行器などの車輪の付

いた用具を使用する際の段差解

消に有効です 

歩行器 歩行補助杖 

歩行が困難な方の歩行機能を補う機

能を有したもの 

車輪、ブレーキ付きもあります 

状態に合った杖を選定いたします

 

痴呆性老人徘徊感知器 移動用リフト 

センサーにより屋内のある地点を通

過したことを感知して、家族、隣人等

へ通報するものと、小型の機器を携帯

するものがあります 

取り付けに際し工事を伴わないもの 

床走行式 

入浴用昇降機 

段差解消機など 

（つり具の部分は除く） 

 

指定福祉用具貸与の利用料の額は、別添利用料金表のとおりとし、当該指定福祉用具貸与が法定代理受理サー

ビスであるときは、その１割の額とします。 

福祉用具の機能・使用方法・利用料等に関する情報を説明し、同意を持ってサービスを提供しています。 

また、ご利用者やご家族からの要望等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は使用方

法の指導や修理を行います。 

支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の

文書に署名捺印を受けることとしています。 
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福祉用具販売 
直接肌に触れる介護福祉用具や使用により元の形態・品質が変わってしまって、再度利用ができないものが購

入の対象となります。 

腰掛便座 特殊尿器 

お使いの便座にかぶせるタイプ 

便座からの立ち上がりを補助する機能 

設置個所に合わせた移動可能であるポ

ータブルトイレ 

センサーで尿を感知し真空方式で尿

を吸引するものです 

男性用・女性用があります 

入浴補助用具 簡易浴槽 

入浴用いす、手すり、台、浴室内すのこ、

浴槽内すのこなど浴槽への出入りや座

位の保持の補助を目的とします 

空気式または折りたたみ式で取水ま

たは排水のための工事を伴わないも

のが対象 

移動用リフトのつり具 

リフトを使用するときに身体を包み込んで持ち上げる部分です 

状況に応じた種類を選定します 

特定福祉用具販売を提供した場合の販売料金の額は、別紙料金表になります。 

特別な搬入に要した経費は、その実費相応額を徴収します。 

 

支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の

文書に署名捺印を受けることとしています。 

 

 

営業時間 
 

１ 営業日 月曜日から金曜日まで        ただし、１２月３０日から１月３日までを除く。 

２ 営業時間 午前９時から午後６時０0 分まで 

 

通常の実施地域は、宇都宮市、栃木市、小山市です。 

 

ご利用のためには… 
貸与 

介護認定を受けている利用者が、介護支援専門員（ケアマネージャー）に相談・申込みを行います。 

依頼を受けた介護支援専門員は利用者の希望・状況を把握し、最適な福祉用具を選定し、居宅サービス計画（ケ

アプラン）によって計画立案を行うとともに、福祉用具貸与事業所に貸与依頼をします。 

福祉用具貸与事業所は、納品・設置を行い、用具の説明とともに利用者に合わせて調整をし、使用方法の説明

をします。 

販売 

居宅サービス計画（ケアプラン）によって福祉用具販売業者から福祉用具を購入したものが「特定福祉用具」

であり、日常生活の自立を助けるために必要な場合、居宅介護（介護予防）福祉用具購入費として支給限度の範

囲内（年度内１０万円までの９割）の費用の一部が給付されます。 

※過去に購入し給付を受けた同一種目は対象外となる場合があります。 

 

個人情報について 
利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めます。 


